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                      （同時発表： さいたま市政記者クラブ） 

 埼玉県立歴史と民俗の博物館は、歴史、民俗、美術工芸の分野を広域的、総合的、

多元的に扱う人文系総合博物館です。 

 この度、ネーミングライツの公募を実施し、埼玉県立博物館として初めて、館内講

堂の愛称が決定しました。 

 

１ 愛称 

吾妻工業   講堂 （ロゴマークを使用） 

  ※正式名称と併記し、「 吾妻工業   講堂（埼玉県立歴史と民俗の博物館講堂）」

と表示する場合があります。 

 

２ 愛称の命名権者  

   吾妻工業株式会社（埼玉県さいたま市大宮区） 

 

３ 愛称使用期間（契約期間） 

  令和 8 年 1 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで 

   ※契約期間終了後、契約の更新を希望する場合には、優先交渉権を付与 

 

４ 対象施設 

施 設 名 埼玉県立歴史と民俗の博物館内講堂 

所 在 地  埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 4-219 

施設概要 埼玉県立歴史と民俗の博物館が実施する講演会や体験イベント等の

会場として利用。一般向けの貸出しも実施。 

令和 7 年 12 月 23 日 

教育局 歴史と民俗の博物館 
総務担当 小久保・森 

直通 048-641-0890 
E-mail: m410890@pref.saitama.lg.jp 

ネーミングライツの公募により、埼玉県立歴史と民俗の博物館内

講堂の愛称は「吾妻工業  講堂」に決定しました 
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